
第１回荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会 
 

 
日時：令和７年１０月９日（木）１８時３０分から 

  会場：本庁舎５階大会議室            

 

 

次  第 

 

１ 開会 

２ 副区長あいさつ 

３ 委員の委嘱 

４ 委員長の選任 

５ 副委員長の選任 

６ 委員会の運営について 

 

７ 議事＜新庁舎整備の背景＞ 

 （１）新庁舎整備基本構想・基本計画の位置づけ 

 （２）策定委員会の役割とスケジュール 

 （３）基本構想の考え方 

 （４）現庁舎の現況と課題 

 （５）建設地の選定 

 

８ 今後の日程について 
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第１回荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会【議題の概要】令和 7年 1 0 月 9 日（木）

荒川区新庁舎整備基本方針（令和6年2月）

基本設計・実施設計

工事

供用開始

庁

舎

供

用

開

始

ま

で

の

流

れ

基本構想

基本計画

1 . 新庁舎整備基本構想・基本計画の位置づけ 2 . 策定委員会の役割とスケジュール

第１回 新庁舎整備の背景

第２回 基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅰ

第３回 基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅱ

第４回 基本構想・基本計画 中間まとめ

第５回 新庁舎に必要となる機能の詳細検討

第６回 建築にかかる詳細検討

第７回 事業の諸条件整理

第８回 基本構想・基本計画 まとめ

基

本

構

想

基

本

計

画

区 長 報 告

令

和

７

年

度

令

和

８

年

度

3 . 基本構想の考え方

基本理念

基本指針

整備方針

庁舎整備の根幹となる考え方。
庁舎のあるべき姿を示します。

理念を実現するため、求められる
具体的な庁舎像を定めます。

基本理念・基本指針を具現化する新庁舎の整備方針
考え方を示します。

4 . 現庁舎の現況と課題

課題1 施設・設備の老朽化

課題2 庁舎の狭隘化・分散化

課題3 バリアフリー等の対応

課題4 多様化する行政需要や
デジタル化等への対応

課題5 災害時の防災機能

課題6 環境への負荷

課題7 セキュリティの確保

5 . 建設地の選定

荒川区役所本庁舎

竣工：昭和43年（1968年）
築：57年（令和7年現在）

建築面積：3,780㎡
延床面積：16,770㎡

鉄骨鉄筋コンクリート造
中間階免震（H23改修）

階数：地上7階 地下1階

駐車場台数：45台
駐輪台数：約160台
※来客用のみ

現庁舎における課題は、
改修だけで解決することが困難

現地（荒川公園を含む）での建て替え
新庁舎用地としての立地条件に優れており、かつ実現
性が高い。

※制限や配慮すべき事項あり
（公園面積の維持、近隣建物への配慮）

現行区有地の活用
すべての区有地が現行の用途に活用中であり、転用が
困難である。

民間所有地の取得
十分な面積を有する取得可能な土地がない。

建設候補地：荒川公園周辺の特徴

・区の中心部に位置するとともに、複数の公共交通機関
の利用が可能。
・幹線道路に面し、車両導線がとりやすい。
・消防署や警察署と近く、災害時の連携が迅速に行える。
・仮設庁舎の建設が不要（コスト軽減）
・敷地面積にゆとりがあり、公園の再整備が可能。

現庁舎

荒川公園

消防署

都電荒川線

警察署
郵便局

サンパール荒川

三河島公園

明治通り

荒川自然公園

建設地の検討

＜策定委員会スケジュール（案）＞

策定委員会の開催にあたって

策定委員会委員構成

学識経験者 ５名
区議会議員 ５名
区民委員 ７名（内公募委員５名）
区職員 １名

１８名

新庁舎整備のスケジュール（目安）

＜基本構想の構成＞

委員会の位置づけ

令和５～６年
（2023～2024）

令和７～８年
（2025～2026）

令和９～１０年
（2027～2028）

令和１１～１２年
（2029～2030）

令和１３～１５年
（2031～2033）

令和１６年
（2033）

基本構想・基本計画 基本設計・実施設計

基本設計

建築工事
供用開始
（移転）

基本方針の策定
（基礎調査）

区 議 会 行 政

基本構想・基本計画
策定委員会

区 民

基本構想

1

2

3

資料１



１

第１回
荒川区新庁舎整備
基本構想・基本計画

策定委員会

日 時 ： 令 和 7 年 1 0 月 9 日 （ 木 ）

資料２
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目次
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4. 現庁舎の現況と課題

5. 建設地の選定

P3

P10

P14

P22

P5



第1回 荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会 3

1 . 新庁舎整備基本構想・基本計画の位置づけ

荒川区新庁舎整備基本方針（令和6年2月）

基本設計・実施設計

工事

供用開始

庁

舎

供

用

開

始

ま

で

の

流

れ

基本構想

基本計画

区 の 定 め た 『 荒 川 区 新 庁 舎 整 備 基 本 方 針 』 を も と に 、 新
た に 新 庁 舎 整 備 の 基 本 理 念 ・ 基 本 指 針 ・ 整 備 方 針 を 定 め 、
庁 舎 の あ り 方 、 規 模 、 ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て 検 討 し ま す 。

基 本 構 想 に 基 づ き 、 新 庁 舎 の 施 設 計 画 の 素 案 や 建 設 諸 条
件 の 整 理 な ど 、 基 本 構 想 を 具 体 化 し 基 本 設 計 の 与 条 件 を
策 定 し ま す 。
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1 . 新庁舎整備基本構想・基本計画の位置づけ

課題1 施設・設備の老朽化

課題2 庁舎の狭隘化・分散化

課題3 バリアフリー等の対応

課題4 多様化する行政需要やデジタル
化等への対応

課題5 災害時の防災機能

課題6 環境への負荷

課題7 セキュリティの確保

視点１
区民にとってわかりやすく、利用しやすい庁舎

視点２
区民を守る安全・安心の庁舎

視点３
機能的・効率的な庁舎

視点４
環境に配慮した庁舎

視点５
長寿命化が可能な庁舎

庁舎整備に必要な視点現庁舎の課題

荒川区新庁舎整備基本方針（令和6年2月）
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2 . 策定委員会の役割とスケジュール

区 議 会

様々な体制で新庁舎整備に関する
検討を進めていきます

行 政

委 員 会 の 位 置 づ け

基本構想・基本計画
策定委員会

区 民
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第１回 新庁舎整備の背景

第２回 基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅰ

第３回 基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅱ

第４回 基本構想・基本計画 中間まとめ

第５回 新庁舎に必要となる機能の詳細検討

第６回 建築にかかる詳細検討

第７回 事業の諸条件整理

第８回 基本構想・基本計画 まとめ

基

本

構

想

基

本

計

画

今 回

2 . 策定委員会の役割とスケジュール

区 長 報 告

令

和

７

年

度

令

和

８

年

度

委 員 会 の 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル （ 案 ）
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第１回 新庁舎整備の背景

第２回 基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅰ

第３回 基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅱ

第４回 基本構想・基本計画（中間まとめ）

○ 基本理念の検討
○ 基本指針の検討

2 . 策定委員会の役割とスケジュール

基

本

構

想

今 回

○ 整備方針の検討
○ 基本理念の決定
○ 基本指針の決定

○ 整備方針の決定

◎ 基本構想・基本計画（中間まとめ）

委 員 会 の 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル と 検 討 項 目 （ 案 ）

・ 新庁舎整備基本構想・基本計画の位置づけ
・ 策定委員会の役割とスケジュール
・ 基本構想の考え方

・ 新庁舎に必要となる導入機能（建設可能な規模）

・ 敷地利用の考え方について

・ 現時点における事業の全体スケジュール（案）

○ 現庁舎の現況と課題
○ 建設地の選定
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第５回 新庁舎に必要となる機能の詳細検討

第６回 建築にかかる詳細検討

第７回 事業の諸条件整理

第８回 基本構想・基本計画 まとめ

2 . 策定委員会の役割とスケジュール

○ 配置の検討Ⅰ【敷地】 （本庁舎等建物・広場、公園など）
○ 配置の検討Ⅱ【敷地内導線（アクセス）】 （駐車場・駐輪場など）
○ 配置の検討Ⅲ【建物】 （本庁舎内部の配置など）
○ その他建築（耐震・環境機能・外装など）の考え方

○ 整備手法の検討
○ 事業の全体スケジュールについて

◎ 基本構想・基本計画 （まとめ）

基

本

計

画

委 員 会 の 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル と 検 討 項 目 （ 案 ）

○ 新庁舎に必要な機能
（窓口・防災・環境・区民交流・議会など）

○ 機能別の具体的な考え方とイメージ

・ 様々な整備手法の説明
・ 整備費の想定について

・ 今後の区民意見の聴取や情報提供について
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2 . 策定委員会の役割とスケジュール

本 委 員 会 に お け る 検 討 の ほ か 、

様 々 な 方 法 で 区 民 意 見 の 聴 取 を し て い く 予 定 で す。

こ れ ら の 方 法 で 区 民 意 見 を 聴 取 し た 際 は 、
適 宜 、 本 委 員 会 に ご 報 告 い た し ま す 。

ア ン ケ ー ト

ワ ー ク シ ョ ッ プ

オ ー プ ン ハ ウ ス

パ ブ リ ッ ク
コ メ ン ト

区民の皆様の意見や
ニーズを幅広く把握します。

参加型の対話を通じて、
創造的な議論をしていきます。 広く皆様に情報提供を

するとともに、自由な
意見をいただきます。

計画が具体化した際に
区民の皆様に広く開示
し、意見をいただきます。

様 々 な 意 見 聴 取 の 方 法
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基本理念

基本指針

整備方針

庁 舎 整 備 の 根 幹 と な る 考 え 方 。
庁 舎 の あ る べ き 姿 を 示 し ま す 。

理 念 を 実 現 す る た め 、 求 め ら れ る
具 体 的 な 庁 舎 像 を 定 め ま す 。

基 本 理 念 ・ 基 本 指 針 を 具 現 化 す る
新 庁 舎 の 整 備 方 針 ・ 考 え 方 を 示 し ま す 。

3.基本構想の考え方
基 本 構 想 の 構 成
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3.基本構想の考え方

（例）
窓口機能

（例）
防災機能

（例）
執務機能

基本理念

基本指針

整備方針

第2回の検討事項

第3回以降の検討事項

指針１
区民が利用
しやすい庁舎

指針２
区民を守る

安全安心の庁舎

指針３
機能的

効率的な庁舎

指針４
環境に
配慮した
庁舎

指針５
長寿命化が
可能な庁舎

・・・

＋

・・・

基 本 構 想 の 構 成 イ メ ー ジ
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3.基本構想の考え方

基 本 構 想 の 他 区 事 例 ① 品 川 区 庁 舎

『にぎわい都市』の
魅力と発展をつなぐ、
明るく親しみやすい庁舎

3つの基本理念

導入機能の整備方針

区民にとって
わかりやすく、
利用しやすい
庁舎

区民の協働と
交流の拠点
となる開かれた
庁舎

機能的・効率的
で柔軟性の高い
庁舎

区民の安全・
安心を支える
防災指令拠点
となる庁舎

環境にやさしい
脱炭素型の庁舎

『暮らしが息づく国際都市』に
ふさわしい、誰にでもやさしく、
便利で機能性にあふれた庁舎

『環境都市』の実現とともに、
災害時にも区民を守る、
力強く持続可能な庁舎

・窓口機能
・相談機能
・案内機能

・情報発信機能
・協働交流機能

・執務機能
・会議機能
・議会機能

・強くしなやかな建物性能の実現
災害時のバックアップ機能

・災害対策本部機能
・災害時区民対応機能

・建築物の環境性能
・カーボンニュート
ラル

・周辺環境への配慮

・ライフサイクル
コストの低減

・将来の変化へ
の柔軟な対応

将来の変化に
対応し、長期間
有効に使い続け
られる庁舎

【区民サービス】 【区民協働・交流】 【行政・議会】 【防災】 【環境】 【将来変化・経済性】

【共通機能】・ユニバーサルデザイン ・DXの推進 ・セキュリティー対策 ・感染症対策

6つの基本方針
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3.基本構想の考え方

地域内分権と住民自治を確立し、
「参加と協働・交流」の区政を推
進するための拠点としての庁舎

基本理念

基本的方針

整備方針

区民自治と協働・
交流の拠点としての
庁舎

区民の安全安心を
支える防災拠点と
なる庁舎

すべての人に
分かりやすく
利用しやすい
人にやさしい
庁舎

機能的・効率的で
柔軟性の高い庁舎

環境と調和し
環境負荷の少ない
持続可能な庁舎

みどりに恵まれ、歴史に育まれた
空間の広がりの中で環境と調和し、
環境性能が高く災害に強い庁舎

都内最大の人口を有する身近な基
礎自治体として自治権を拡充する
とともに、主体的で独自性ある政
策展開を支える庁舎

・区政への区民の参加と
協働を推進する機能

・区民自治・交流を育ん
できた現庁舎等の空間
特質の継承

・災害対策機能
・セキュリティ対策

・窓口サービス
・ユニバーサルデザイン

・執務環境
・議会機能

・環境性能
・持続可能性

基 本 構 想 の 他 区 事 例 ② 世 田 谷 区 庁 舎
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4.現庁舎の現況と課題

荒川区役所本庁舎

竣工：昭和43年（1968年）
築：57年（令和7年現在）

建築面積：3,780㎡
延床面積：16,770㎡

鉄骨鉄筋コンクリート造
中間階免震（H23改修）

階数：地上7階 地下1階

駐車場台数：46台
駐輪台数：約160台
※来客用のみ

庁舎

荒川公園

都電荒川線

サンパール荒川
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課題1 施設・設備の老朽化

課題2 庁舎の狭隘化・分散化

課題3 バリアフリー等の対応

課題4 多様化する行政需要やデジタル化等への対応

課題5 災害時の防災機能

課題6 環境への負荷

課題7 セキュリティの確保

荒川区新庁舎整備基本方針（R6.2）より抜粋

現庁舎は様々な課題を抱えています。

4.現庁舎の現況と課題
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課題1 施設・設備の老朽化

1. 各種設備の老朽化
老朽化により、空調・給排水電気等の各種設備の不具
合が発生。

2. 老朽化に伴う維持修繕費の増加
築57年を迎え、建物維持にかかるコストが増加。
今後、長く使用するためには大規模な改修が必須。

3. 居ながら改修が困難
余剰スペース等がないことにより、通常業務を行いな
がら改修することが困難。

漏水跡

で示した項目は、改修による課題解決が困難
もしくは現実的でない内容を含んだ課題です。
（以下、「現況と課題」（16～20ページ）
において同様。）

＜配管内部の劣化＞
調査によって内部に錆に
よる腐食が見られた配管

＜配管の老朽化による漏水＞
配管の老朽化などによる漏水が各所で発生。

4.現庁舎の現況と課題



第1回 荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会 17

＜窓口待合スペースの不足＞
窓口付近に待合スペースを確保して
いるものの、席数も少なく、廊下も
手狭な状況となっている。

課題2 庁舎の狭隘化・分散化

1. 庁舎機能の分散により利便性が低下
本庁舎・北庁舎・分庁舎等に機能が分散しており、
区民・職員にとって利便性が低い。

2. 区民対応・待合スペース等の不足
窓口繁忙期においては、対応・待合スペースが混雑す
るほか、臨時窓口等を設置することが困難。
また、区民の休憩スペースが不足している。

3. 会議室・倉庫等の不足
会議室においては、分散している庁舎の会議室を相互
利用しており、業務効率が低下している。また、倉庫
についても、多様化する事務事業に対応できるだけの
収納スペースが不足している。

あらかわエコセンター

サンパール荒川

荒川区役所
（本庁舎）

がん予防・健康づくり
センター

北庁舎

分庁舎

分散化による利便性の低下

セントラル荒川ビル

4.現庁舎の現況と課題
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課題3 バリアフリー等の対応

1. バリアフリー対策が不十分
正面玄関や地下出入口で段差や急勾配のスロープが
多用されており、改善が必要。

2. バリアフリー設備の不足
庁舎内のバリアフリートイレ等の設備が不足。※

3. 案内表示の視認性低下
これまでの多様なレイアウト変更等によりサインの視
認性等が低下している。
また、多言語化対応が十分ではない。

※現行基準を満たしておらず、一定規模以上の改修工事を行う場合に
は各階でバリアフリートイレの増設工事が必要。

＜バリアフリートイレ＞
（イメージ）
多様なニーズに対応するためには、
写真のような設備を備えたトイレが
必要だが、設置には一定程度の規模
が必要となる。

急勾配のスロープ

＜改善を要するスロープ設備＞
本庁舎の正面入口に至るまでのスロープは、急勾配であり、
車いす利用者等に使いづらい状況だが、改修が容易ではない。

4.現庁舎の現況と課題
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課題4 多様化する行政需要やデジタル化等への対応

1. 行政需要の変化に伴うレイアウト変更が困難
組織の構成が変わったり、拡大しても、それに対応できるレイ
アウトが余剰スペースの不足により困難。

2. デジタル化等に対応するスペースが不足
デジタル機器等を活用する際に必要な配線スペース（天井・床
下）等が不足し、働き方の変化に柔軟に対応しにくい。

課題5 災害時の防災機能

1. 水害時の耐水性の確保
主な電気設備が地下に設置されているため、水害時の耐水性の
確保、非常時の電源確保に課題がある。

2. 災害対策本部機能の課題
本庁舎が災害対策の拠点となるためには、機能が不足しており、
分散した分庁舎等を含めた対応が必要。

設備機械

浸
水
想
定
ラ
イ
ン
▼

B1F

1F

2F

（図）本庁舎における電気設備と浸水想定
の関係性（図の想定ラインは４ｍ）

現庁舎

天井高が低い

天井内スペースが小さい

2
30
0

受変電設備

（図）デジタル化対応のスペースの不足

4.現庁舎の現況と課題
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1. 環境配慮に対応した設備の増設が困難
効率的なエネルギーの利用や再生可能資源の利用など、
環境配慮のための設備を増設することが困難。

2. 老朽化した設備が多くエネルギー効率が低い
空調設備など老朽化が進んでいる設備は、エネルギー効
率が悪く、維持管理費の増加に繋がっているが、配管等
の問題から、改修が困難。

20

課題6 環境への負荷

課題7 セキュリティの確保

1. セキュリティ対策における人的対応
新しい建物にみられるセキュリティシステムがないため、
職員による施錠や守衛による見回りなど、人的対応に委
ねる部分が多い。

＜他自治体で採用されているセキュリティ例＞

シャッターによる窓口閉鎖 ICカードによる
入室管理

時間外
閉鎖

開庁時
開放

シャッター

＜設備増設スペースの不足＞
写真は、地下１階機械室内の様子。
室内全面に各種設備が設置されており、新たな設備を
増設することが困難。

4.現庁舎の現況と課題
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現庁舎における課題は、改修だけで解決することが困難

・区民サービスの充実

・防災機能の充実

・行政機能の効率化

・維持管理にかかる財政負担の抑制

新庁舎の整備

4.現庁舎の現況と課題
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5.建設地の選定

1 現地（荒川公園を含む）での建て替え
新庁舎用地としての立地条件に優れており、かつ実現性が高い。
※ 制限や配慮すべき事項あり（公園面積の維持、近隣建物への配慮）

2 現行区有地の活用
すべての区有地が現行の用途に活用中であり、転用が困難。

3 民間所有地の取得
十分な面積を有する取得可能な土地がない。

建設地の検討



第1回 荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会 23

建設候補地：荒川公園周辺の特徴

荒川公園が、新庁舎の建設場所として最適

現庁舎

荒川公園

現庁舎

荒川公園

消防署

都電荒川線

警察署郵便局

サンパール荒川

三河島公園

明治通り

荒川自然公園

• 区の中心部に位置するとともに、複数の公共交
通機関の利用が可能。

• 幹線道路に面し、車両導線がとりやすい。
• 消防署や警察署と近く、災害時の連携が迅速に
行える。

• 仮設庁舎の建設が不要（コスト軽減）
• 敷地面積にゆとりがあり、公園の再整備が可能。

5.建設地の選定
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次回策定委員会について

第２回荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会

日時：令和7年12月中旬

議題：「基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅰ」

・基本理念の検討
・基本指針の検討



（敬称略）

区分 氏名
（ふりがな）

役職名等 備考

1 坂田　一郎
（さかた　いちろう）

東京大学 総長特別参与
工学系研究科 教授

2 加藤　孝明
（かとう　たかあき）

東京大学生産技術研究所 教授

3 髙橋　邦夫
（たかはし　くにお）

合同会社KUコンサルティング 代表社員

4 橋本　美芽
（はしもと　みめ）

東京都立大学大学院 人間健康科学研究科
准教授

5 山﨑　誠子
（やまざき　まさこ）

日本大学短期大学部建築・生活デザイン学科
准教授

6 斎藤　泰紀
（さいとう　やすのり）

自由民主党荒川区議会議員団

7 並木　一元
（なみき　かずもと）

自由民主党荒川区議会議員団

8 菊地　秀信
（きくち　ひでのぶ）

公明党荒川区議会議員団

9 花澤　昭信
（はなざわ　あきのぶ）

ゆいの会（都民ファースト・国民民主・あたら
しい党・無所属）

10 横山　幸次
（よこやま　こうじ）

日本共産党荒川区議会議員団

11 鳥飼　秀夫
（とりがい　ひでお）

荒川区町会連合会会長

12 富永 新三郎
（とみなが　しんざぶろう）

東京商工会議所荒川支部会長

13 今井　健一郎
（いまい　けんいちろう）

公募委員

14 近藤　裕次
（こんどう　ゆうじ）

公募委員

15 佐々木　かおり
（ささき　かおり）

公募委員

16 竹澤　美壽保
(たけざわ　みずほ）

公募委員

17 西　柊作
（にし　しゅうさく）

公募委員

18
区職員
（1名）

小林　直彦
（こばやし　なおひこ）

副区長

荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会　委員名簿

学識経験者
有識者
（5名）

区議会議員
（5名）

区民
（7名）

資料３



荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会設置要綱 

 

令和７年５月１日制定 

７荒管経第３５４号 

（ 副 区 長 決 定 ） 

（設置） 

第１条 荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画（以下「計画等」という。）の策定に当たり、 

多様な視点から検討するため、荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告するものとする。 

（１） 計画等の策定に関すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、計画策定に関して必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する１８人以内の委 

員をもって組織する。 

（１） 学識経験者又は有識者  

（２） 区議会議員  

（３） 区民等  

（４） 区職員  

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱のあった日から２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員に職務上の義務違反、委員たるにふさわしくない行為が認められるとき又は、心身

の故障のため、職務の執行に支障がある場合は、委員会は、その委員を除く委員の合議に

より、その委員を解任することができる。 

３ 前項の規定により委員の解任があったときは、委員長は速やかに区長にこれを報告す

る。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、学識経験者である委員の中から、委員の互選により選任する。 

３ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 

４ 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、委員長が招集する。 

資料４



２ 会議は、半数以上の委員の出席がなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによ 

る。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、 

又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

（会議の公開） 

第７条 会議は、公開とする。ただし、次の各号に掲げる場合であって、委員会が公開する

ことが適当でないと認めるときは、この限りでない。 

（１） 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。 

（２） 委員会の公正が害されるおそれがあると認めるとき。 

（３） その他公益上必要があると認めるとき。 

（会議の傍聴等） 

第８条 会議を傍聴できる者の定員は、１０人以内とする。ただし、会議を行う場所等の都

合により員数を変更することができる。 

２ 会議の傍聴等について必要な事項は、別に定める。 

（庶務） 

第９条 委員会の事務局は、管理部経理課に置く。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 



荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会 

の傍聴等に関する取扱要領 

 

令和７年５月７日制定 

７荒管経第 ４０４ 号 

（管理部長決定） 

 

（目的） 

第１条 この要領は、荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会設置要綱（以下「設

置要綱」という。）第８条の規定に基づき、会議の傍聴等に関して必要な事項を定めること

を目的とする。 

（傍聴できる会議） 

第２条 会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴希望者」という。）が傍聴できる会議は、 

設置要綱第７条各号に該当し、非公開とされた会議を除くすべての会議とする。 

（傍聴の申込み等） 

第３条 傍聴希望者は、会議当日の開始時刻１５分前までに、傍聴整理券(別記様式第１号)

に必要事項を記入の上、荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会事務局（以下「委

員会事務局」）に提出する。 

２ 会議の開始時刻１５分前において、傍聴希望者が傍聴定員を超えたときは、抽選により

傍聴人を決定する。 

３ 会議の開始時刻１５分前において、傍聴希望者が傍聴定員の範囲内のときは、申込のあ

った者を傍聴人として決定する。 

（傍聴の手続等） 

第４条 荒川区新庁舎整備基本構想・基本企画策定委員会（以下「委員会」という。）は、 

傍聴人と決定したものに対し、傍聴券（別記様式第２号）を交付する。 

２ 傍聴人は、交付を受けた傍聴券に所定の事項を記入し、会議上において常にこれを携帯 

する。 

３ 傍聴人は、傍聴券を他人に譲渡することができない。 

４ 傍聴人は、傍聴を終え、会議場から退場するときは、傍聴券を委員会事務局に返還する。 

（傍聴人の遵守事項） 

第５条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 銃器、刃物、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯しないこと。 

（２） 酒気を帯びていないこと。 

（３） 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり等を携帯しないこと。 

（４） 前３号のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼさないこと。 
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（傍聴人の退場） 

第６条 委員会事務局は、傍聴人が前条に掲げる遵守事項を守らないとき、又は、次の各号

に掲げる事項を行った場合は、これを制止し、傍聴人が指示に従わないときは、退場を命じ

ることができる。 

（１） 議事に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により公然と賛否を表明するこ 

と。 

（２） 騒ぎ立てるなど、議事を妨害すること。 

（３） 鉢巻、たすき、腕章等を着用するなど示威的行為をすること。 

（４） 飲食（水分補給を除く。）又は喫煙をすること。 

（５） みだりに席を離れ、又は談話をすること。 

（６） 前各号のほか、秩序を乱し、又は議事の妨げとなる行為をすること。 

（撮影・録音等の禁止） 

第７条 傍聴人は、会議場において、写真、動画等を撮影し、又は録音しては 

ならない。ただし、事前に委員会の許可を得た場合は、この限りでない。 

（報道関係者の傍聴） 

第８条 報道関係者は、第２条に規定する会議に限り、事前に委員会の許可を得た場合は、 

会議を傍聴することができる。 

２ 報道関係者が傍聴する場合においてその人数は、設置要綱第８条第１項に規定する傍 

聴できる者の定員に含めない。 

３ 報道関係者が傍聴する場合の遵守事項等については、第５条から第７条の規定を準用 

する。この場合において、これらの規定中「傍聴人」とあるのは、「報道関係者」と読み

替えるものとする。 

（議事録の公開） 

第９条 委員会事務局は、委員会の終了後、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した議事

録を作成するものとする。 

（１） 会議の開催年月日 

（２） 出席した委員の氏名 

（３） 議事日程 

（４） 議事のてんまつ 

（５） その他委員会の経過に関する事項 

２ 議事録は、荒川区情報公開条例（昭和６３年条例第３４号）に基づき、公開する。ただ

し、次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、その一部又は全部を非公開とする。 

（１） 設置要綱第７条の規定により、会議を非公開とした部分 

（２） 荒川区情報公開条例（昭和６３年条例第３４号）第１０条第 1項第２号に該当す

る個人に関する情報 



資料６






















